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唐
律
疏
議
の
原
文
に
つ
い
て

小

林

宏

　
私
は
こ
こ
数
年
来
、
滝
川
政
次
郎
、
森
鹿
三
両
博
士
の
下
で
、
国
学
院
大
学
日
本
法
制
史
研
究
室
の
同
学
諸
兄
姉
と
共
に
、
唐
律
並
び

に
日
本
律
の
テ
キ
ス
ト
作
成
と
い
う
仕
事
に
携
わ
っ
て
来
た
。
こ
の
律
の
テ
キ
ス
ト
の
作
成
案
は
、
上
段
に
唐
律
疏
議
、
下
段
に
そ
れ
に

相
応
す
る
目
本
律
を
掲
げ
て
、
い
わ
ば
上
下
対
照
式
に
目
唐
両
律
を
配
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
律
の
テ
キ
ス
ト
の
作
成
過
程
に
お
い

て
、
我
々
は
二
つ
の
大
な
る
問
題
に
遭
遇
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
い
う
迄
も
な
く
日
本
律
の
律
文
の
校
訂
で
あ
る
。
日
本
律
は
周
知
の
よ

う
に
、
名
例
の
前
半
、
衛
禁
の
後
半
、
職
制
・
賊
盗
の
全
部
、
闘
訟
の
一
部
を
遺
す
の
み
で
、
他
は
す
べ
て
亡
侠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

右
の
既
存
部
分
の
律
文
に
関
し
て
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
の
『
律
』
に
お
い
て
、
す
で
に
厳
密
な
校
訂
が
為
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
傑

出
し
た
業
績
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
、
な
お
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
即
ち
、
国
史
大
系
『
律
』
で
は
広
橋
家
本
及
び
紅
葉

山
文
庫
本
を
底
本
と
し
、
そ
れ
に
前
田
家
本
、
群
書
類
従
本
、
谷
森
氏
本
、
史
料
編
纂
所
本
等
の
諸
本
を
以
っ
て
対
校
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
の
諸
本
の
伝
え
る
日
本
律
が
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
そ
の
対
校
に
用
い
ら
れ
た
伝
本
の
性
格
が
必
ず
し
も
明
瞭
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
群
書
類
従
本
と
唐
律
疏
議
と
で
は
、
そ
の
用
字
に
お
い
て
酷
似
す
る
箇
所
が
多
く
、
群
書
類
従
本
作
成
の
際
に
、
唐

一



99　唐律疏議の原文について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

律
疏
議
が
参
看
さ
れ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
群
書
類
従
本
を
校
訂
に
使
用
す
る
際
に
は
、
か
な
り
慎
重
な
態
度
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
日
本
律
、
特
に
そ
の
疏
文
に
お
い
て
誤
脱
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
唐
律
疏
議
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
て
い
る
ボ
、

今
後
そ
の
補
訂
に
つ
い
て
、
果
し
て
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
或
い
は
日
本
律
の
ま
ま
で
よ
い
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
等
、
逐
一

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
は
日
本
律
の
既
存
部
分
で
あ
る
が
、
亡
侠
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
逸
文
の
蒐
集

と
そ
の
綴
輯
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
こ
の
逸
文
の
研
究
は
、
江
戸
時
代
の
石
原
正
明
以
来
、
諸
先
学
の
努
力
に
よ
り
幾
多
の
貴
重
な
成
果

が
挙
げ
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
、
現
段
階
に
お
い
て
す
で
に
十
分
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
殊
に

身
分
関
係
、
親
族
関
係
の
条
文
の
復
旧
に
つ
い
て
は
、
当
該
制
度
が
日
唐
間
に
お
い
て
著
し
く
相
異
す
る
こ
と
か
ら
、
ま
だ
未
開
拓
の
分

野
が
大
き
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
以
上
が
日
本
律
に
関
す
る
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
と
し
て
唐
律
疏
議
の
文
献
学
的
研
究
が
の
こ
さ
れ
て
い

る
。
す
で
に
唐
律
疏
議
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
研
究
は
、
東
洋
法
制
史
関
係
の
先
学
に
よ
る
数
々
の
輝
し
き
業
績
が
あ
り
、
又
、
最
近
で

は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
中
心
と
し
て
作
成
さ
れ
た
『
唐
律
疏
議
校
勘
表
』
の
如
き
精
力
的
な
研
究
も
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い

っ
た
先
学
に
よ
る
諸
々
の
業
績
か
ら
今
後
律
令
法
を
学
ば
ん
と
す
る
我
々
は
、
多
大
の
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

ら
諸
先
学
の
研
究
に
も
拘
ら
ず
、
唐
律
疏
議
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
ま
だ
謎
の
部
分
が
余
り
に
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
又
、
今

後
の
課
題
の
一
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
律
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
暫
く
措
き
、
右
に
述
べ
た
唐
律
疏
議
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点
を

あ
げ
、
大
方
の
御
示
教
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）
内
藤
乾
吉
教
授
は
、
日
本
律
諸
本
と
敦
煙
出
土
の
律
断
簡
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
田
家
本
、
群
書
類
従
本
は
、
後
の
加
筆
に
よ
っ
て
、
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原
形
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
「
敦
煙
発
見
唐
職
制
戸
婚
厩
庫
律
断
簡
」
『
中
国
法
制
史
考
証
』
所
収
二
〇
二
頁
。

二

　
我
々
は
、
こ
の
度
の
作
業
に
お
い
て
、
前
述
せ
る
如
く
、
現
存
す
る
唐
律
疏
議
を
先
ず
上
段
に
配
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本
律
の
文

を
そ
の
下
段
に
置
い
て
、
日
唐
両
律
を
比
較
対
照
す
る
に
便
な
ら
し
め
た
。
即
ち
、
散
逸
し
た
目
本
律
の
復
原
に
関
し
て
は
、
現
存
す
る

唐
律
疏
議
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
上
に
日
本
律
を
組
み
立
て
て
行
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
唐
律
に
よ
っ
て
日
本
律
の
文
を
確
定
し
て

行
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
し
か
し
、
現
存
唐
律
疏
議
と
て
も
、
そ
の
祖
本
の
刊
行
年
代
は
、
凡
そ
元
の
泰
定
四
年
（
二
一
三
七
年
）
を
潮
り
得
ず
、
そ
の
用
字
用

語
等
に
関
し
て
は
、
か
な
り
疑
義
の
あ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
律
も
亦
、
現
存
唐
律
疏
議
の
誤
脱
の
箇
所
を

訂
正
す
る
と
い
う
資
料
を
提
供
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
荻
生
総
七
以
来
、
幾
多
の
先
学
が
注
目
さ
れ
た
処
で
あ
り
、

唐
律
の
校
勘
に
日
本
律
が
参
考
に
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
処
で
、
我
々
は
こ
の
日
本
律
を
用
い
て
、
唐
律
疏
議
の
原
文
を
考
え
る
方
法
を

更
に
徹
底
し
て
行
な
う
必
要
あ
り
と
思
う
の
で
あ
る
。
勿
論
、
現
存
日
本
律
も
亦
、
そ
の
逸
文
を
も
含
め
て
伝
写
の
過
程
に
お
い
て
、
誤

脱
や
蜜
入
の
箇
所
が
多
く
存
す
る
か
ら
、
そ
れ
に
は
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
先
ず
日
本
律
と
宋
刑
統
と
を
併
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
も
く
宋
刑
統
中
の
律
疏
に
関
し
て
は
、
す
で
に
仁
井
田
陞
、
牧
野
巽
両
博
士
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
周
刑
統
か
ら
承
継
し
、
残

部
を
当
時
現
行
の
律
疏
に
よ
り
補
充
し
た
か
、
或
い
は
そ
の
全
部
が
建
隆
の
現
行
律
疏
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
何
れ
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

さ
れ
、
且
つ
そ
の
律
疏
は
永
徽
四
年
の
律
疏
に
非
ず
し
て
、
開
元
二
十
五
年
の
律
疏
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
宋
刑
統
と
現

存
唐
律
疏
議
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
博
士
は
現
存
唐
律
疏
議
が
宋
刑
統
よ
り
脱
化
し
た
と
す
る
説
は
、
「
極
め
て
魅
力
多
き
に
拘
ら
ず
」
、



そ
れ
を
取
ら
ず
に
、
現
存
唐
律
疏
議
は
、
「
矢
張
り
律
疏
単
行
本
を
祖
と
す
る
も
の
で
、
単
に
宋
刑
統
よ
り
若
干
の
影
響
を
受
け
た
に
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
と
解
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
」
と
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
宋
刑
統
中
の
律
疏
が
右
の
如
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
唐
律
研
究
会
に
よ
る
『
唐
律
疏

議
校
勘
表
』
中
の
唐
律
諸
本
に
異
同
あ
る
箇
所
に
、
日
本
律
と
宋
刑
統
と
を
書
き
入
れ
て
み
て
、
日
本
律
と
宋
刑
統
と
が
一
致
し
、
且
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

唐
律
諸
本
中
の
一
本
以
上
が
そ
れ
に
合
致
す
る
場
合
、
性
格
の
異
な
る
三
者
の
伝
本
が
皆
一
致
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
の
用
字
用
語

は
唐
律
疏
議
の
原
本
、
即
ち
永
徽
律
疏
、
及
び
開
元
律
疏
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
あ
っ
た
と
考
え
て
先
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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（
1
）
内
藤
乾
吉
「
済
喜
斎
本
唐
律
疏
議
の
刊
行
年
代
」
前
掲
書
所
収
一
四
八
頁
以
下
。

（
2
）
唐
律
の
校
勘
に
日
本
律
、
宋
刑
統
を
利
用
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
内
藤
乾
吉
「
敦
煙
発
見
唐
職
制
戸
婚
厩
庫
律
断
簡
」
前
掲
書
所
収
一

　
八
二
頁
以
下
、
滋
賀
秀
三
「
訳
註
唐
律
疏
議
（
一
）
1
（
五
）
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
二
巻
第
一
〇
号
、
第
七
三
巻
第
三
号
、
第
七
四
巻
第
三
・
四

　
号
、
第
七
五
巻
第
一
一
・
一
二
号
、
第
七
八
巻
第
一
二
一
号
等
に
お
い
て
為
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
（
上
）
」
『
東
方
学
報
東
京
』
第
一
冊
一
二
六
頁
、
二
壬
二
頁
以
下
。

（
4
）
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
、
前
掲
論
文
（
下
）
『
東
方
学
報
東
京
』
第
二
冊
二
一
一
〇
頁
。

（
5
）
但
し
、
物
観
本
、
官
板
本
、
巷
本
中
に
は
、
前
述
せ
る
如
く
、
荻
生
総
七
が
唐
律
校
訂
の
際
に
日
本
律
を
参
看
し
て
い
る
の
で
、
日
本
律
を
も
っ

　
て
唐
律
を
訂
正
し
て
い
る
箇
所
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
点
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三

　
さ
て
、
次
に
日
本
律
の
用
字
用
語
が
現
存
唐
律
疏
議
の
諸
本
と
は
す
べ
て
一
致
し
な
い
が
、

ぼ
一
致
す
る
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
今
、
そ
の
箇
所
を
左
に
列
挙
し
よ
う
。

宋
刑
統
と
は
一
致
す
る
か
、

（
表
e
参
照
）

も
し
く
は
ほ
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騰整
理

番
号

15　　14　　13　　12　　11　　10　　9　　　8　　　7　　　6　　　5　　　4　　　3　　　2　　　1

篇
目
・
条

““““““““““““““名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例

30　29　28　27　26　24　　23　　21　　17　　16　　16　　11　　11　　9　　　6

万
有
文
庫

冊
・
頁
・
行

2　　1　　55　53　53　49　　48　　46　　36　　34　　33　　29　　28　　26　　19

14　　12　　10　　14　　7　　14　　9　　　4　　　7　　　4　　　7　　　7　　15　　13　　10

唐
律
疏
議
（
万
有
文
庫
）

　
　
　
　
　
　

有
人
対
桿
不
敬
制
命

　
の

其
於
監
守
内
姦
盗
略
人

　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の

有
蔭
之
人
本
法
不
合
流
配

　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
　
　
の
　
の

男
夫
於
監
守
内
犯
十
悪
及
盗

　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
の

事
発
勾
問
未
断
便
即
去
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
孫
犯
罪
父
祖
得
七
品
官
事
発
聴
酸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
本
階
従
五
品
官
当
徒
二
年

　及
至
四
度
重
犯
総
降
四
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

告
五
品
於
監
臨
外
盗
絹
五
匹
科
徒
一
年

　

依
令
犯
流
断
定
不
得
棄
放
妻
妾

　
　
の
　
　
　
　
　

従
斬
準
前
更
犯
絞

　
　
　

家
内
難
有
二
丁
倶
犯
徒
坐

　
　
　
　
　
　
　
　
の

故
犯
流
者
不
同
常
人
例
配
合
流
二
千
里
者
決
杖
一
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
前
犯
処
近
後
犯
処
遠

　
　
　
　
　
　

上
条
腰
章
称
犯
流
罪
以
下
聴
駿

宋
　
刑
　
統

恭ナ
シ

配
流

及
拾
悪
内

未
断
勾
間

者ナ
シ
　
o

乃ナ
シ

又
云

ナ
シ
　
o

唯外
・
流

ナ
シ

養
　
老
　
律

恭ナ
シ

配
流

及
八
虐
内

未
断
勾
間

者ナ
シ
　
ナ
シ

乃ナ
シ

又ナ
シ
　
ナ
シ

唯外流
　
流

ナ
シ

　2　　　2　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1
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33　　32　　31　　30　　29　　28　　27　　26　　25　　24　　23　　22　　21　　20　　19　　18　　17　　16
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47463532162282455444340383331313030

97979189817369654732292322106644

104412516215761113887375
　
　
　
　
　
　
の

即
験
奴
蝉
不
同
良
人
之
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

其
殴
父
母
錐
小
及
疾
可
殆
敢
殴
者
乃
為
悪
逆

　
　
　
　
　

推
有
故
作
須
依
犯
時
実
患
者
聴
依
疾
例

　
　
　
　
　
　
の

数
既
不
満
並
宜
免
放

　
　
　
　
　
　

依
令
節
級
各
依
期
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

仮
有
官
戸
奴
痺
犯
流
而
為
過
致
資
給

　
　
の

謂
連
署
之
官

　桟
謂
塑
柵
之
所

　
　
　
　
の

若
一
年
徒
罪
已
答
五
十

の皆
拠
衆
証
定
刑

　
の
　
　
の

若
応
開
殿
管
鍵
而
開
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

諸
私
度
有
他
罪
重
者

　
　
　
　
　
　
　

依
令
課
試
有
数
若
其
官
司
考
試
不
以
実

　
　
　
　
　
　

謂
筆
硯
書
史
器
玩
等
是

　
　

而
干
渉
乗
輿
者
上
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ロ

非
応
遣
駅
而
所
司
乃
遣
駅
若
違
者

　
　
　
　
　
　
の

謂
有
官
之
人

　
　
　
　
　
　
の

官
人
不
為
曲
判
者
減
坐
触
二
等

常能者
准
格
循

従有被判劃中ナ
シ

ナ
シ

者
　
ナ
シ

老及ナ
シ

ナ
シ

・
　
ナ
シ

ナ
シ

常能者
准
格
循

従有
※

被
※

判
※

麹
※

中
※

ナ
シ
※

ナ
シ

者
　
ナ
シ

者及ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ
　
ナ
シ

ナ
シ



4353637383930414243444546474849405

〃〃〃
戸
婚

厩
庫

〃〃〃〃〃
檀
興

賊
盗

〃〃〃〃〃

15358532621727272420101118112

22223333333333333

8900130160121417142424

り
臼

82147474744575

61510124561459631386141

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

官
人
因
使
於
使
所
受
送
蹟

　
　
　

宜
準
当
郷
庸
作
之
価

　
　
　
　
　
の

将
送
者
為
従
坐

　
　
　
　
の

知
情
者
各
従
里
正
法

　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
ロ

将
入
己
者
計
鍼
以
盗
論

　
　
　
　
　

仮
令
一
群
百
匹
馬
十
匹
痩
為
一
分

　
　
　
　
　
　
　
　

畜
主
不
坐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
主
官
物
或
受
或
給

　
　
　
　
　
　
　
　

及
当
出
陳
而
出
新
応
受
上
物

　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
の

未
至
給
時
而
給
者

　
　
　
の

財
力
又
均
先
取
多
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　

犯
罪
之
後
並
準
戸
令
分
法

　
　
　
　
　

未
得
流
囚
徒
二
年
半
之
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

殺
傷
人
者
亦
依
闘
殺
傷
人
論

　
　
　
　
　
ロ

部
司
謂
持
質
人
処
村
正
以
上

　
　
　
　
　

殺
人
応
死
会
赦
免
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ

即
私
有
駅
書
謂
前
人
旧
作
衷
私
相
伝

遺当ナ
シ

同
罪
。

放ナ
シ
　
●

在
　
限

（
空
格
）

給
　
人

或出
者
給

敵依者ナ
シ

ナ
シ

而私
裡

遺当
時

ナ
シ

同
※

罪
亦
同
ナ
シ
※

放
※

御
陀
※

。
納
　
人
※

或
※

出
・
。
※

敵
※

依者ナ
シ

ナ
シ

而私
裏

104
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68　　67　　66　　65　　64　　63　　62　　61　　60　　59　　58　　57　　56　　55　　54　　53　　52　　51
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3　　3　　3　　2　　54　　52　　41　　41　　38　　38　　38　　37　　34　　34　　34　　33　　33　　29

83　　83　　83　　82　　80　　78　　70　　69　　67　　67　　67　　66　　64　　64　　64　　63　　63　　61

543416133135532651121016
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

若
段
損
功
庸
多
者
計
庸
坐
賊
論
各
令
修
立

　
　
　
　
　

仮
有
盗
佗
人
馬
牛
而
殺

　
　
　
　
　

依
凡
盗
法
徒
二
年
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

或
有
直
用
兇
力
不
作
威
脅

　
　
　
　
　
　
の
　
の

自
従
闘
殴
及
拒
桿
追
捕
之
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拠
捕
亡
律
被
盗
錐
傍
人
皆
得
捕
繋

　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　

然
則
持
侯
焼
人
舎
宅
止
徒
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

若
知
有
罪
不
虚
恐
喝
取
財
物
者
合
従
真
柾
法
而
断

　
　
の

恐
喝
取
財
無
限
多
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

犯
尊
長
以
凡
人
準
盗
論
加
一
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
被
殺
傷
人
非
尊
長
者
卑
幼
不
知
殺
傷
情
唯
得
盗
罪

　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　

此
是
一
部
通
例
故
条
不
別
生
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

或
一
両
度
止
犯
流
徒
或
一
両
度
従
死
会
降
総
計
三
犯

　
　
　
　
ロ

折
衝
果
毅
如
管
三
校
尉
三
人
答
四
十

　
　
の
　
　
　

折
歯
殿
峡
耳
鼻

　
の

謂
在
事
内
子
死
乃
坐

の
　
　
の
　
　
の
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

或
錐
在
事
内
胎
落
而
子
未
成
形
者

　
　
　
　
　
　
　
　

各
従
本
損
傷
法

復ナ
シ

合凌ナ
シ
　
ナ
シ

亦ナ
シ
　
ナ
シ

放許論
　
ナ
シ

ナ
シ

不
条

成仮ナ
シ
決
※

ナ
シ

ナ
シ

止
　
殴

復ナ
シ

合稜Q
ナ
シ

亦Q
　
ナ
シ

放許論
　
ナ
シ

ナ
シ

不
条

成
仮。

決
ナ
シ

ナ
シ

止
　
殴
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72　　71　　70　　69

1劉　　　　zア　　　　’”ノ

53　　45　　45　　42

　
　
2

3
　
　
　
1
　
　
　
2

　
　
1

4
　
　
1
　
　
4

4
　
　
1
　
　
7

4
　
　
7
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　

離
其
事
則
依
謳
論

　
の

所
告
錐
不
合
論
告
之
者
猶
坐

　
　
　

告
者
各
徒
二
年

　
の

是
謂
見
賊
之
類

為合犯本

為合犯本
※※※※

　
日
本
律
と
宋
刑
統
と
の
用
字
用
語
が
一
致
、
も
し
く
は
ほ
ぼ
一
致
し
な
が
ら
も
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
と
は
す
べ
て
一
致
し
な
い
箇
所

は
、
右
に
み
る
如
く
、
凡
そ
七
十
二
箇
所
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
（
但
し
、
目
本
律
と
の
校
勘
は
、
母
法
た
る
永
徽
律
を
そ
の
ま
ま

継
受
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
行
な
っ
た
。
又
、
日
本
律
欄
の
下
に
※
印
を
附
し
た
の
は
、
当
該
箇
所
の
目
本
律
が
散
逸
し

て
逸
文
し
か
残
っ
て
い
な
い
部
分
で
あ
り
、
※
印
の
な
い
の
は
、
日
本
律
が
伝
存
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
日
本
律
逸
文
の
用
字
用
語
に

関
し
て
は
、
伝
存
部
分
に
比
し
て
一
般
に
原
文
と
し
て
の
信
愚
性
が
稀
薄
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
か
ら
、
そ
の
点
は
一
応
留
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
日
本
律
伝
存
部
分
に
関
し
て
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
律
』
所
収
の
紅
葉
山
文
庫
本
、
及
び
広
橋
家
本
を
使

用
し
、
逸
文
部
分
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
『
律
』
所
収
の
「
律
逸
文
」
及
び
諸
先
学
の
招
撫
さ
れ
て
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
逸
文
を
利

用
し
た
。
）

　
さ
て
、
右
に
あ
げ
た
七
十
二
箇
所
の
中
、
先
ず
日
本
律
、
宋
刑
統
の
用
字
用
語
が
是
で
あ
り
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
が
非
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
箇
所
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
整
理
番
号
4
の
唐
律
疏
議
「
男
夫
於
監
守
内
犯
十
悪
及
盗
…
…
並
除
名
」
は
、
滋
賀
秀
三
博
士
の
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
宋
刑
統
の
「
男
夫
於
監
守
及
拾
悪
内
盗
…
…
並
合
除
名
」
、
日
本
律
の
「
男
夫
於
監
守
及
八
虐
内
盗
者
並
合

除
名
」
の
方
が
正
し
い
文
で
あ
っ
て
、
日
宋
の
如
き
文
に
し
て
始
め
て
意
味
が
通
ず
る
。
5
の
「
事
発
勾
間
未
断
便
即
去
職
」
は
、
そ
の

ま
』
で
も
意
味
が
通
じ
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
日
本
律
、
宋
刑
統
共
に
「
事
発
未
断
勾
間
便
即
去
職
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
方
が
原
文
に
近
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い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
「
未
断
勾
間
」
は
、
「
未
二
断
勾
一
間
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
断
勾
」
は
、
養
老
獄
令
犯
罪
条
義
解
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
罪
当
徒
以
上
者
。
直
送
刑
部
。
不
得
断
勾
。
」
と
見
え
て
、
「
推
断
」
と
か
「
断
定
」
と
か
に
近
い
意
味
を
も
つ
語
で
あ
ろ
う
。
現
存
唐

律
疏
議
の
諸
本
が
す
べ
て
「
勾
問
未
断
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
原
文
の
「
未
断
勾
間
」
が
い
つ
し
か
「
未
断
勾
問
」
と
誤
っ
て
伝
写
さ

れ
（
法
制
局
本
宋
刑
統
も
亦
、
「
未
断
勾
問
」
と
あ
る
）
、
こ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
故
、
後
世
「
勾
問
未
断
」
に
語
の
位
置
を
変
え
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
1
8
の
「
推
有
故
作
須
依
犯
時
実
患
者
聴
依
疾
例
」
は
、
日
本
律
、
宋
刑
統
共
に
「
推
有
故
作
者
。
准
格
循
依
犯
時
。
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

患
者
。
聴
依
疾
例
。
」
と
あ
っ
て
、
滋
賀
博
士
は
後
者
を
是
と
さ
れ
て
い
る
。
2
0
の
「
依
令
節
級
各
依
期
限
」
の
「
依
」
は
、
日
本
律
、

宋
刑
統
共
に
「
有
」
に
作
る
が
、
「
有
」
の
方
が
意
味
が
よ
く
通
ず
る
。
3
0
の
「
而
干
渉
乗
輿
者
上
請
」
の
「
干
」
字
は
、
日
本
律
、
宋

刑
統
共
に
存
せ
ず
、
又
、
敦
燈
発
見
の
職
制
律
断
簡
に
お
い
て
も
存
在
し
な
い
。
唐
律
諸
本
に
見
え
る
こ
の
「
干
」
字
が
非
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
、
す
で
に
内
藤
乾
吉
教
授
の
指
摘
さ
れ
た
処
で
あ
る
。
3
1
の
「
非
応
遣
駅
而
所
司
乃
遣
駅
若
違
者
」
の
「
若
違
」
も
亦
、
日
本
律
、
宋

刑
統
に
は
な
く
、
術
字
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
3
4
の
「
官
人
因
使
於
使
所
受
送
鯖
」
の
「
蹟
」
は
、
日
宋
共
に
「
遺
」
に
作
り
、
敦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

燵
出
土
の
職
制
律
断
簡
も
「
遺
」
と
す
る
か
ら
、
原
文
に
は
「
遺
」
と
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
36
の
「
将
送
者
為
従
坐
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
坐
」
も
日
宋
共
に
存
せ
ず
、
敦
焼
出
土
の
断
簡
に
も
存
し
な
い
か
ら
、
「
坐
」
字
は
本
来
こ
れ
を
欠
き
、
後
世
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

う
。
3
7
の
「
知
情
者
各
従
里
正
法
」
の
「
従
」
も
、
日
宋
共
に
「
同
」
に
作
り
、
敦
焼
出
土
の
断
簡
も
、
「
同
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
又
、

「
同
」
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
4
7
の
「
依
闘
殺
傷
人
論
」
の
「
人
」
は
、
日
宋
共
に
存
せ
ず
、
一
応
術
字
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

50

の
「
即
私
有
蕨
書
謂
前
人
旧
作
衷
私
相
伝
」
の
「
衷
私
」
は
、
日
本
律
「
私
裏
」
、
宋
刑
統
「
私
裡
」
に
作
る
が
、
唐
律
諸
本
で
は
意

昧
が
通
ぜ
ず
、
日
宋
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
6
2
の
「
此
是
一
部
通
例
故
条
不
別
生
文
」
の
「
条
不
」
は
、
目
宋
共
に
「
不
条
」
に
作

る
が
、
こ
れ
又
、
後
者
を
是
と
す
べ
き
で
あ
る
。
6
6
の
「
謂
在
享
内
子
死
乃
坐
」
の
「
在
」
字
は
、
日
宋
共
に
存
し
な
い
。
こ
の
箇
所

は
、
疏
が
本
注
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
部
分
で
あ
っ
て
、
本
注
に
も
「
在
」
字
は
存
し
な
い
か
ら
、
日
宋
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
6
9
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の
「
離
其
事
則
依
謳
論
」
は
、
日
宋
共
に
「
離
其
事
則
依
本
認
論
」
と
あ
り
、
唐
律
諸
本
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
Q
7
0
の
「
所
告
錐
不
合

論
」
の
「
告
」
は
、
日
宋
共
に
「
犯
」
に
作
る
が
、
後
者
に
し
て
始
め
て
意
味
が
よ
く
通
じ
、
且
つ
、
右
の
注
文
を
引
い
た
唐
律
同
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

疏
文
に
も
、
「
注
云
所
犯
錐
不
合
論
」
と
あ
る
か
ら
、
「
犯
」
が
是
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

滋
賀
秀
三
、
前
掲
訳
註
（
二
）
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
三
巻
第
三
号
六
四
頁
。

滋
賀
秀
三
、
前
掲
訳
註
（
五
）
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
八
巻
第
一
・
二
号
九
六
頁
。

内
藤
乾
吉
「
敦
燵
発
見
唐
職
制
戸
婚
厩
庫
律
断
簡
」
前
掲
書
所
収
｛
八
六
頁
。

内
藤
乾
吉
、
前
掲
論
文
、
前
掲
書
所
収
一
八
八
頁
。

内
藤
乾
吉
、
前
掲
論
文
、
前
掲
書
所
収
一
八
九
頁
。

内
藤
乾
吉
、
前
掲
論
文
、
前
掲
書
所
収
一
九
〇
頁
。

四

　
以
上
は
日
本
律
、
宋
刑
統
の
両
者
を
も
っ
て
現
存
唐
律
疏
議
と
対
校
し
、
日
宋
の
用
字
用
語
が
文
意
等
か
ら
是
で
あ
っ
て
、
唐
律
疏
議

諸
本
が
非
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
列
挙
し
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
日
本
律
、
宋
刑
統
の
用
字
用
語
か
ら
唐
律
疏
議
の
原
文
を
探
索

し
得
る
例
を
若
干
拾
い
た
い
と
思
う
。

　
前
掲
表
e
の
整
理
番
号
1
の
「
有
人
対
桿
不
敬
制
命
」
の
「
敬
」
は
、
日
宋
共
に
「
恭
」
に
作
っ
て
い
る
。
宋
刑
統
は
十
悪
の
一
つ
で

あ
る
「
大
不
敬
」
を
「
大
不
恭
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
周
知
の
如
く
、
宋
の
太
祖
の
祖
父
翼
祖
の
諦
敬
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
前
掲
「
不
敬
制
命
」
が
宋
刑
統
に
お
い
て
「
不
恭
制
命
」
と
あ
る
こ
と
も
、
右
の
「
大
不
恭
」
と
同
じ
く
避
謹
の
事
例
の
一
つ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
応
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
る
に
、
こ
の
箇
所
は
前
述
の
如
く
、
日
本
律
も
亦
「
恭
」
に
作
っ
て
お
り
、
日
本
律
が
宋
朝
の
諦
を
避
け
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て
、
後
に
「
敬
」
を
「
恭
」
に
変
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
日
本
律
に
「
恭
」
と
あ
る
こ
と
は
、
唐
律
疏
議
の
原
文
、
即
ち
永
徽

律
疏
に
「
不
恭
詔
命
」
と
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
（
後
述
）
。
7
の
「
以
本
階
従
五
品
官
当
徒
二
年
」
は
、
日
本
律
「
以
本
階

従
五
位
当
二
年
」
に
作
り
、
宋
刑
統
「
以
本
階
従
伍
品
当
徒
弐
年
」
に
作
る
。
敦
煙
出
土
開
元
律
断
簡
も
亦
、
「
位
」
字
を
除
き
日
本
律

と
同
じ
で
あ
る
か
ら
（
後
掲
表
口
㊨
参
照
）
、
原
文
に
は
恐
ら
く
断
簡
の
如
く
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宋
刑
統
成
立
に
至
る
過
程
で

「
徒
」
字
が
入
り
、
更
に
現
存
唐
律
疏
議
成
立
に
至
る
過
程
で
「
官
」
字
が
入
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
後
述
）
。
1
1
の
「
従
斬
準
前
更
犯

絞
」
も
、
日
本
律
の
「
従
斬
前
犯
絞
」
が
原
文
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
、
及
び
第
七
章
で
述
べ
る
。
13

の
「
故
犯
流
者
不
同
常
人
例
配
」
の
「
例
」
は
、
日
宋
共
に
「
外
」
に
作
る
。
「
例
配
」
で
も
、
「
外
配
」
で
も
、
意
は
通
ず
る
が
、
原
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
は
「
外
配
」
と
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
ろ
う
。
3
5
の
「
宜
準
当
郷
庸
作
之
価
」
は
、
日
本
律
「
宜
准
当
時
当
郷
庸
作
之
価
」
に
作

り
、
宋
刑
統
「
宜
准
当
当
郷
庸
作
之
価
」
に
作
る
。
恐
ら
く
原
文
に
は
、
日
本
律
の
如
く
「
当
時
当
郷
」
と
あ
り
、
宋
刑
統
成
立
ま
で
の

過
程
で
「
時
」
字
が
脱
落
し
、
そ
の
後
、
現
存
唐
律
疏
議
成
立
に
至
る
過
程
で
、
そ
れ
で
は
意
が
通
じ
な
い
故
、
更
に
「
当
」
の
一
字
を

省
い
た
可
能
性
が
存
す
る
（
後
述
）
。
5
4
の
「
不
作
威
脅
」
の
「
脅
」
は
、
目
本
律
「
漫
」
に
作
り
、
宋
刑
統
「
稜
」
に
作
る
。
「
稜
」
に

は
、
「
威
脅
」
の
意
が
あ
る
か
ら
、
原
文
に
は
、
「
威
稜
」
と
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
55
の
「
拒
桿
追
捕
之
法
」
は
、
日
本
律
「
拒
捕

之
法
」
に
作
り
、
宋
刑
統
「
拒
桿
捕
之
法
」
に
作
る
。
或
い
は
、
本
来
原
文
に
日
本
律
の
如
く
あ
っ
た
も
の
が
、
宋
刑
統
成
立
に
至
る
ま

で
の
過
程
で
「
桿
」
字
が
入
り
、
更
に
現
存
唐
律
疏
議
の
成
立
す
る
過
程
で
「
拒
」
字
が
入
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
後
述
）
。
57
の
「
焼

人
舎
宅
」
は
、
日
本
律
「
焼
舎
」
に
作
り
、
宋
刑
統
「
焼
人
舎
」
に
作
る
。
こ
れ
又
、
5
5
の
場
合
と
同
様
、
原
文
に
は
日
本
律
の
如
く
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
（
後
述
）
。
58
の
「
恐
喝
取
財
物
」
の
「
物
」
字
は
、
日
宋
共
に
「
放
」
字
に
作
っ
て
い
る
。
当
該
箇
所
は
、
唐
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

で
は
問
答
の
部
分
で
あ
っ
て
、
「
監
臨
之
官
…
…
若
知
有
罪
不
虚
。
恐
喝
取
財
物
者
。
合
従
真
柾
法
而
断
。
」
と
あ
る
。
右
の
「
物
」
字
を

「
放
」
字
に
改
め
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
も
し
監
臨
の
官
が
所
部
の
人
の
有
罪
の
事
実
を
知
り
、
そ
れ
を
口
実
に
し
て
恐
喝
し
て
財
を
取
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

リ
、
そ
の
犯
罪
者
を
釈
放
し
た
場
合
、
監
臨
の
官
は
真
柾
法
の
罪
に
よ
っ
て
断
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
物
」
字
を
「
放
」
字

に
改
め
て
始
め
て
文
意
が
瞭
然
と
な
ろ
う
。
5
9
の
「
恐
喝
取
財
」
の
「
取
」
も
、
日
宋
共
に
「
許
」
字
に
作
る
。
「
取
」
、
「
許
」
の
何
れ

で
も
意
が
通
ず
る
が
、
現
存
唐
律
疏
議
は
加
害
者
の
立
場
か
ら
、
目
宋
は
被
害
者
の
立
場
か
ら
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
原
文

に
「
許
」
と
あ
っ
た
も
の
を
後
に
「
取
」
に
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
6
7
の
「
或
錐
在
享
内
胎
落
而
子
未
成
形
者
」
は
、
十
三
字
に
わ
た
る
長
文
の
語
句
で
あ
る
が
、
右
の
語
句
は
、
日
宋
共
に
存
在

し
な
い
か
ら
、
唐
律
原
文
に
は
、
元
来
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
一
応
考
え
ら
れ
よ
う
。
右
の
箇
所
は
、
本
注
「
堕
胎
者
。
謂
事
内
子
死

乃
坐
。
若
事
外
死
者
。
従
本
殴
傷
論
。
」
に
相
当
す
る
疏
文
で
あ
る
が
、
こ
の
疏
文
に
は
、
直
ち
に
6
8
の
「
各
従
本
損
傷
法
」
が
続
く
も

の
で
あ
る
。
今
、
現
存
唐
律
疏
議
に
拠
っ
て
当
該
箇
所
を
記
せ
ぽ
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
シ
（
日
宋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
シ
（
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
シ
（
日
宋
）

　
　
注
云
。
堕
胎
者
。
謂
在
享
内
子
死
乃
坐
。
謂
在
母
享
限
之
内
。
而
子
死
者
。
子
難
傷
。
而
在
母
享
限
外
死
者
。
或
難
在
享
内
。
胎
落

　
　
　
　
　
　
　
　
止
（
日
宋
）
殴
（
日
宋
）

　
　
而
子
未
成
形
者
。
各
従
本
損
傷
法
。
無
堕
胎
之
罪
。

　
右
の
「
或
難
在
享
内
」
以
下
の
文
意
は
、
母
の
享
限
内
に
あ
っ
て
も
、
殴
打
に
よ
っ
て
堕
胎
せ
し
め
ら
れ
た
場
合
、
ま
だ
胎
児
が
人
体

と
し
て
形
を
な
す
程
生
育
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
加
害
者
に
は
堕
胎
罪
を
科
さ
ず
、
母
親
を
損
傷
し
た
罪
の
み
を
科
す
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
本
注
に
記
さ
れ
た
堕
胎
な
る
行
為
の
定
義
に
は
、
「
謂
事
内
子
死
乃
坐
。
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
本
注
の
趣
旨
か
ら
す
る

な
ら
ば
、
胎
児
が
す
で
に
形
を
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
ま
だ
形
を
成
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
母
の
事
限
内
に
胎
児
を

死
亡
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
堕
胎
罪
が
科
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
原
文
に
は
元
来
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

前
掲
語
句
が
現
存
唐
律
疏
議
に
入
っ
て
来
て
い
る
の
は
、
或
は
す
ぐ
上
文
の
「
子
錐
傷
。
而
在
母
享
限
外
死
者
。
」
の
「
子
錐
傷
」
な
る

語
に
惹
か
れ
た
結
果
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
「
傷
」
と
い
え
ば
、
被
害
者
た
る
胎
児
は
す
で
に
人
体
と
し
て
発
育
し
た
も
の
を
前
提
と
し

て
い
る
か
ら
、
逆
に
ま
だ
人
体
を
成
さ
な
い
胎
児
の
場
合
を
も
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
法
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理
か
ら
す
れ
ば
、
前
述
の
如
く
当
然
堕
胎
罪
が
適
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
本
殴
傷
罪
が
適
用
さ
れ
た
の
は
、
人
体
を
形
成
す

る
程
ま
だ
発
育
し
て
い
な
い
胎
児
の
場
合
、
実
際
に
は
堕
胎
せ
し
め
ら
れ
た
か
否
か
、
当
時
と
し
て
は
証
明
す
る
に
難
し
く
、
従
っ
て
堕

胎
罪
は
適
用
し
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
兎
も
角
、
そ
の
理
由
は
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
十
三
字
に
わ
た
る
規
定
の
捜
入
は
、
そ
れ
が

実
際
上
、
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
さ
て
、
前
掲
十
三
字
に
わ
た
る
語
句
を
後
世
補
っ
た
結
果
、
そ
れ
に
続
く
68
の
「
止
従
本

殴
傷
法
」
も
亦
、
「
各
従
本
損
傷
法
」
に
改
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
「
止
」
字
を
「
各
」
字
に
変
え
た
の
は
、
前
掲
文
を
捜

入
し
た
為
、
本
殴
傷
罪
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
行
為
に
、
「
子
錐
傷
。
而
在
母
享
限
外
死
者
。
」
な
る
場
合
と
「
難
在
享
内
。
胎
落
而
子
未

成
形
者
。
」
な
る
場
合
と
の
両
者
が
生
じ
た
為
で
あ
る
。
「
殴
」
字
を
「
損
」
字
に
変
え
た
の
は
、
明
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
次
条
、

即
ち
闘
訟
律
殴
人
折
跣
支
体
購
目
条
の
「
穀
敗
人
陰
陽
者
。
流
三
千
里
。
」
（
疏
文
「
殿
敗
陰
陽
。
謂
孕
嗣
廃
絶
者
。
各
流
三
千
里
。
」
）
等

の
重
傷
の
場
合
を
も
想
定
し
て
の
上
で
あ
っ
て
、
「
殴
傷
」
よ
り
も
意
味
の
強
い
「
損
傷
」
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
唐
律
疏
議
の
原
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

に
「
殴
傷
」
と
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
注
に
「
従
本
殴
傷
論
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

　
4
0
の
「
畜
主
不
坐
」
は
、
目
本
律
「
畜
主
之
不
在
坐
限
」
、
宋
刑
統
「
畜
不
在
坐
限
」
に
作
る
。
原
文
に
は
恐
ら
く
「
畜
主
不
在
坐
限
」

と
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
4
1
の
「
監
主
官
物
或
受
或
給
」
は
、
日
本
律
「
監
主
官
物
或
受
納
或
給
人
」
、
宋
刑
統
「
監
主
官
物
或
□
給

或
給
人
」
に
作
る
。
日
本
律
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
4
3
の
「
未
至
給
時
而
給
者
」
は
、
日
本
律
「
未
至
給
時
而
出
給
者
」
、
宋
刑

統
「
未
至
給
時
而
出
者
給
」
に
作
る
。
こ
れ
又
、
日
本
律
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
は
、
日
本
律
、
宋
刑
統
の
用
字
が
唐
律
疏
議
の
原
文
に
近
く
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
の
用
字
の
方
が
む
し
ろ
唐
律
疏
議
の
原
文
と

は
異
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
前
掲
表
中
で
日
本
律
、
宋
刑
統
の
用
字
が
文
意
か
ら
し
て
適
当

で
は
な
く
、
現
存
唐
律
疏
議
の
用
字
の
方
を
是
と
す
る
箇
所
を
探
す
な
ら
ば
、
6
1
の
一
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
、
現
存
唐
律
疏

議
に
よ
っ
て
、
当
該
箇
所
を
掲
げ
る
な
ら
ぽ
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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其
被
殺
傷
人
。
非
尊
長
者
。
卑
幼
不
知
殺
傷
情
。
唯
得
盗
罪
。
無
殺
傷
之
坐
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
右
の
傍
線
を
施
し
た
「
傷
」
は
、
日
宋
共
に
存
し
な
い
が
、
そ
の
前
文
に
「
被
殺
傷
人
」
と
あ
り
、
後
文
に
「
殺
傷
之
坐
」
と
あ
る
よ

う
に
、
文
意
か
ら
し
て
「
傷
」
字
の
存
し
た
方
が
是
と
考
え
ら
れ
る
。
日
宋
共
に
「
傷
」
字
の
存
し
な
い
の
は
、
元
来
唐
律
原
文
に
「
傷
」

字
を
欠
い
て
い
た
為
か
、
或
は
日
宋
共
に
偶
々
伝
写
の
過
程
で
そ
れ
を
脱
落
し
た
も
の
か
、
そ
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
第
三
章
、
及
び
第
四
章
に
お
い
て
述
べ
た
処
を
要
約
す
る
な
ら
ぽ
、
凡
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
律
と
宋
刑
統
と
に

お
い
て
、
そ
の
用
字
用
語
が
一
致
、
も
し
く
は
ほ
ぼ
一
致
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
現
存
の
唐
律
疏
議
諸
本
の
何
れ
と
も
一
致
し
な
い
箇
所
は
、

す
べ
て
七
十
二
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
中
、
文
意
そ
の
他
か
ら
目
宋
の
用
字
用
語
を
是
と
し
、
現
存
唐
律
疏
議
を
非
と
す
る
箇

所
、
も
し
く
は
日
宋
の
用
字
用
語
の
方
が
原
文
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
探
す
な
ら
ば
、
か
な
り
多
く
存
す
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

逆
に
明
か
に
日
宋
の
用
字
用
語
を
非
と
し
、
現
存
唐
律
疏
議
を
是
と
す
る
箇
所
は
、
た
だ
一
例
を
挙
げ
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
検
討
し

た
処
か
ら
、
e
日
本
律
と
宋
刑
統
と
に
お
い
て
、
そ
の
用
字
用
語
の
一
致
せ
る
箇
所
は
、
永
徽
の
律
疏
、
及
び
開
元
の
律
疏
に
お
い
て
、

す
で
に
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
こ
と
、
口
現
存
の
唐
律
疏
議
諸
本
に
は
、
後
世
の
改
変
、
脱
落
、
窟
入
等
が
か

な
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
宋
刑
統
は
若
干
の
部
分
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
完
全
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
律
の
伝
存
し

て
い
る
部
分
は
、
逸
文
を
も
含
め
て
そ
の
極
く
一
部
分
で
あ
る
か
ら
、
今
、
日
本
律
が
す
べ
て
伝
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
右
に
挙
げ
た

例
は
、
更
に
大
幅
に
増
加
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
仁
井
田
陞
博
士
は
、
こ
の
「
不
恭
制
命
」
の
「
恭
」
字
を
宋
の
太
祖
の
祖
父
翼
祖
の
諄
「
敬
」
を
改
避
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
「
唐
律
疏
議

　
の
現
存
最
古
版
と
そ
の
刊
年
」
『
中
国
法
制
史
研
究
灘
詑
髄
轡
所
収
七
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
ゆ

（
2
）
滋
賀
秀
三
博
士
は
、
「
例
配
」
、
「
外
配
」
の
何
れ
を
も
是
と
さ
れ
、
且
つ
「
不
同
常
人
配
例
に
非
ざ
る
や
の
疑
を
存
す
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
前
掲

　
訳
註
（
四
）
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
五
巻
第
二
・
二
一
号
六
九
頁
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
以
上
は
、
日
本
律
と
宋
刑
統
と
を
併
用
し
て
、
唐
律
疏
議
の
原
文
を
探
求
し
て
行
く
方
法
で
あ
る
が
、
次
は
敦
燈
出
土
の
唐
律
断
簡
と

日
本
律
と
を
併
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
又
、
従
来
先
学
の
取
ら
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
が
、
今
す
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
敦
燈
出
土

の
律
断
簡
と
日
本
律
と
に
お
い
て
、
そ
の
用
字
用
語
が
合
致
し
、
現
存
の
唐
律
疏
議
諸
本
と
は
す
べ
て
合
致
し
な
い
箇
所
を
表
に
し
て
掲

げ
る
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
表
口
参
照
）

表
口
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整
理

番
号

篇
目
・
条
万
有
文
庫

冊
・
頁
・
行

““““““““名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例

18　　18　　18　　18　　18　　17　　6　　　6　　　6

1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1

39　　39　　38　　38　　37　　36　　17　　16　　16

66526713128
唐
律
疏
議
（
万
有
文
庫
）

　
　
　
　
　
　
　
の

夫
之
祖
父
母
父
母
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

殴
謂
殴
撃
謀
謂
謀
計

　
　
　
ヨ

乃
伝
畜
堪
以
害
人
者
皆
是

　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
の

以
本
階
従
五
品
官
当
徒
二
年

　
　
　
　
　
の

其
部
曲
奴
埠
者
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

刑
部
覆
断
訪
錐
未
経
奏
者
亦
為
獄
成

の年
十
歳
以
下
難
和
亦
同
略
法

　
　
の

謂
犯
罪
合
死
在
禁
身
亡

の其
免
死
別
配
者

養
　
老
　
律

ナ法ナナ等ナ之計ナ
シ　シシ　シ　謀シ

ナ
シ

敦
煙
出
土
断
簡

ナ
シ
　
（
開
）

計
謀
　
　
（
〃
）

之
　
　
（
〃
）

ナ
シ
ナ
シ

　
　
　
（
〃
）

ナ法ナナ等
シ　　シシ

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

典
拠
（
頁
）

“““““滝““滋　　　　　　　　　　川　　　　　賀
　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　コ

“““““研““訳　　　　　　　　　　究　　　　　注
　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　ヒ
　　　　　　　　　　　　1　　1　　1
”　　67　　”　　65　　64　　63　　68　　65　　65

宋
　
刑
　
統

QO
　
　
O

●ナ
シ
　
。

O（
欠
損
）

QQQ



114

25　　24　　23　　22　　21　　20　　　19　　18　　17　　　　　16　　15　　14　　13　　12　　11　　10

“““““““““　“職“““““　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制

42　　37　　35　　　34　　　32　　　27　　　26　　26　　19　　　　　　15　　14　　18　　18　　18　　18　　18

22222　2222　221111194　　91　　91　　　90　　　89　　　86　　　85　　85　　82　　　　　　80　　80　　40　　40　　40　　39　　39

41321112　41683　12454377
　
　
　
　
の

背
禁
逃
亡
者

　
　
　
　
　
　
　
　
り

本
犯
合
死
而
獄
成
者
背
死
逃
亡
者

　
　
　
　
　
の

錐
会
赦
降
伽
合
除
名

　
　
　
　
　
ロ

会
降
同
免
官
之
法

　
　
　
　
　
　
　

錐
会
降
後
亦
不
合
減
科

　
　
　
の

及
在
船
篇
樟
之
属

応
供
奉
之
物
闘
乏
者
徒
一
年

　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

其
雑
供
有
闘
答
五
十

　
　
　
　

非
大
事
勿
論

　
　
　
の

誤
謂
脱
剰
文
字
及
錯
失
者

　
　
　
　
　
ロ

非
上
書
奏
事
者
勿
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

及
不
応
行
下
而
行
下
者
各
杖
六
十

　
　
　
　
　
　
　
ロ

言
議
政
事
乖
失
而
干
渉
乗
輿
者

　
　
　
　
の

若
致
稽
程
以
行
者
為
首

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

及
不
応
遣
駅
而
遣
駅
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
司
知
情
与
同
罪
不
知
情
者
勿
論

　
　
　
　
　
　
　
　

以
致
稽
程
者
各
減
二
等

ナ
シ

其ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

槁
（
広
）

橘
（
類
）

ナ
シ

者乗ナ
シ
（
広
）

。
（
前
・
要
）

ナ
シ
（
広
）

。
（
類
）

ナ
シ
（
広
）

・
（
前
）

ナ
シ
（
広
）

・
（
前
・
類
）

ナ
シ
ナ
シ
（
広
）

。
。
（
前
・
類
）

ナ
シ

罪

ナ
シ
　
（
〃
）

其
　
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

橋
　
　
（
永
）

ナ
シ
　
　
（
〃
）

者
　
　
　
（
〃
）

乗
　
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

ナ
シ
ナ
シ

　
　
　
（
〃
）

ナ
シ
　
（
〃
）

罪
　
　
　
（
〃
）

〃
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
　
〃

仁
井
田
「
慣

習
・
道
徳
」

内
藤
「
考
証
」

〃
　
　
　
　
〃

ノ，　　　　’’　　　　”　　　　　〃　　　　　〃　　　　　’”，　　　　武，

’ノ　　　　’ノ　　　　’ノ　　　　　’ノ　　　　　君ノ　　　　　’ノ　　　　　’ノ　　　　’ノ

187　187　186　　186　　186　　185　　185　185　185　184　　　　　245　　”　　　”　　68　　”　　　’ノ

・　・　。　・　ナ　。　。　。　・伍。　　嵩　。　。　。　・　Q

　　。　シ　　　 拾。　カ

　　　　　　　　　　o
o
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42　　41　　40　　39　　38　　37　　36　　35　　34　　33　　32　　31　　30　　29　　28　　27　　　26

捕“““““戸““““““““““亡　　　　　　　　　　婚
16　　26　　11　　9　　　8　　　3　　　1　　57　　56　　56　　52　　51　　47　　45　　45　　45　　　45

4222222222222222　267　　119　110　109　108　106　104　103　102　102　　99　　98　　97　　96　　96　　96　　　95

8104311215108814169882　13　
　
　
　
　
の

謂
従
主
司
求
曲
法
之
事

　
　
　
　
　
　
の

及
親
属
為
請
求
者
減
主
司
罪
三
等

　
　
　

為
人
嘱
請
者
杖
一
百

　
　
　

至
死
者
減
一
等

　
　
の

従
者
各
依
己
分
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

官
人
因
使
於
使
所
受
送
蹟

　
　
　
　
　

若
質
買
有
剰
利
者

　
　
　
　

諸
監
臨
之
官

　
　
　
　
　
の

役
使
売
買
有
剰
利
之
属

　
　
　
　
　
　

将
送
者
為
従
坐

　
　
　
　
の

以
免
課
役
者
一
口
徒
一
年

　
　
　
　
の

知
情
者
各
従
里
正
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

養
子
所
養
父
母
無
子
而
捨
去
者
徒

二
年

　
　
　
　
　
　

無
子
者
得
立
庶
以
長

　
　
　
　
　
　

已
給
放
書
而
圧
為
賎

　
　
の

酒
食
者
非

　

謂
此
篇
内
監
臨
主
司
応
坐

典
（
広
）

。
（
前
・
類
）

ナ
シ
（
広
）

・
（
前
・
類
）

属ナ
シ

ナ
シ

遺ナ
シ
（
広
）

乗
（
類
）

ナ
シ

乗ナ
シ

ナ
シ
※

同
※

ナ
シ
※

嫡
※

還
※

ナ
シ
※

余
条
監
当
官

司
及
主
司
各
※

准
此

318　192　190　190　190　190　189　189　189　189　188　188　188　188　187　187　　187

・。…　　同。ナ。・・遣・・。。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ

典
ナ
シ属

ナ
シ

ナ
シ遺乗

ナ
シ乗

ナ
シ

ナ
シ同

ナ
シ嫡還

ナ
シ

（
前
欠
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

（
〃
）

司
各
准
此
（
？
）

〃
　
　
　
　
〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

仁
井
田
「
慣

習
・
道
徳
」
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略
号
　
広
H
広
橋
家
本
律
、
類
H
群
書
類
従
本
律
、
前
抽
前
田
家
本
律
、
要
H
政
事
要
略
、
永
μ
永
徽
律
、
開
H
開
元
律
、
滋
賀
「
訳

　
　
　
　
注
」
n
滋
賀
秀
三
「
訳
注
唐
律
疏
議
」
、
滝
川
「
研
究
」
“
滝
川
政
次
郎
「
律
令
の
研
究
」
、
仁
井
田
「
慣
習
・
道
徳
」
“
仁
井
田

　
　
　
　
陞
「
中
国
法
制
史
研
究
　
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
」
、
内
藤
「
考
証
」
討
内
藤
乾
吉
「
中
国
法
制
史
考
証
」
、
※
印
“
逸
文

　
周
知
の
如
く
、
敦
煙
出
土
の
断
簡
に
は
、
か
な
り
誤
脱
の
文
字
が
存
す
る
の
で
、
そ
の
扱
い
に
は
注
意
を
要
し
よ
う
。
又
断
簡
に
は
、

永
徽
律
と
判
断
さ
れ
る
も
の
、
開
元
律
と
判
断
さ
れ
る
も
の
、
そ
の
何
れ
と
も
決
し
難
く
年
代
不
明
の
も
の
等
、
種
々
あ
る
の
で
、
そ
の

点
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ぱ
、
永
徽
律
の
断
簡
と
日
本
律
と
が
そ
の
用
字
用
語
に
お
い
て
一
致
し
、
現
存
唐
律
疏
議
諸

本
と
は
す
べ
て
異
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
直
ち
に
現
存
唐
律
疏
議
の
用
字
用
語
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら

ば
、
開
元
度
に
お
い
て
、
そ
の
律
文
に
訂
正
が
加
え
ら
れ
た
や
も
知
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ぽ
、
整
理
番
号
16
の
「
其
雑
供

有
闘
答
五
十
」
は
、
目
本
律
、
断
簡
共
に
存
し
な
い
が
、
仁
井
田
、
牧
野
両
博
士
は
、
そ
れ
が
開
元
度
に
附
加
さ
れ
た
可
能
性
を
考
慮
さ

　
　
（
1
）

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
目
本
律
と
永
徽
律
断
簡
と
で
一
致
す
る
用
字
用
語
が
唐
律
疏
議
の
原
文
、
即
ち
開
元
律
疏
に
も
そ
の
通
り
で
あ
っ

て
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
が
原
文
と
は
異
っ
て
い
る
と
推
測
し
得
る
箇
所
も
存
す
る
。
例
え
ば
、
21

、
3
1
、
3
5
、
37
は
何
れ
も
日
本
律
、

永
徽
律
断
簡
の
用
字
が
宋
刑
統
と
も
一
致
す
る
か
ら
、
唐
律
疏
議
の
原
文
に
そ
の
よ
う
に
あ
っ
た
も
の
と
推
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以

上
か
ら
、
日
本
律
と
敦
煙
出
土
の
断
簡
の
両
者
が
一
致
す
る
箇
所
は
、
原
文
の
可
能
性
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
例
え
ば
、

15

の
「
簡
」
字
は
、
広
橋
家
本
律
「
槁
」
に
作
り
、
断
簡
「
橋
」
に
作
る
。
恐
ら
く
原
字
は
「
槁
」
、
も
し
く
は
群
書
類
従
本
律
の
「
構
」

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
3
9
の
「
庶
」
は
、
養
老
律
逸
文
、
敦
燵
断
簡
共
に
「
嫡
」
に
作
る
が
、
内
藤
教
授
は
養
老
律
、
断
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
是
と
さ
れ
、
「
庶
」
に
作
る
を
妄
改
と
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
日
本
律
、
断
簡
が
一
致
し
て
非
で
あ
り
、
現
存
唐
律
疏
議
が
是
と
さ
れ
る
箇
所
と
し
て
は
、
26
の
「
謂
従
主
司
求
曲
法
之
事
」

を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
、
唐
律
疏
議
の
「
曲
法
」
を
広
橋
家
本
律
、
敦
焼
断
簡
共
に
「
典
法
」
に
作
る
が
、
こ
れ
は
「
曲



法
」
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
箇
所
は
右
の
諸
例
四
十
二
箇
所
の
中
、
た
だ
一
箇
所
あ
る
の
み
で
あ
り
、
他
は
日
本
律

及
び
断
簡
の
用
字
が
明
か
に
非
と
さ
れ
る
も
の
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
原
文
に
近
い
も
の
と
一
応
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
た
だ
宋
刑

統
の
場
合
と
同
様
、
日
本
律
、
断
簡
も
亦
必
ず
し
も
良
本
で
は
な
く
、
両
者
に
は
ま
ま
誤
脱
が
あ
る
か
ら
、
偶
々
両
者
が
一
致
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
唐
律
疏
議
の
原
文
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
早
計
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
今
後
は
文
意
上
、
又
用
語
法

上
、
そ
の
他
諸
々
の
観
点
か
ら
考
究
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（（21
））

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
、
前
掲
論
文
（
下
）
一
二
三
頁
。

内
藤
乾
吉
「
敦
煙
発
見
唐
職
制
戸
婚
厩
庫
律
断
簡
」
前
掲
書
所
収
二
二
干
二
一
四
頁
。

山ノ、
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以
上
、
日
本
律
に
宋
刑
統
、
敦
煙
出
土
の
唐
律
断
簡
等
を
併
用
し
て
、
現
存
唐
律
疏
議
の
用
字
用
語
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
存

唐
律
疏
議
は
必
ず
し
も
開
元
当
時
の
原
本
を
そ
の
用
字
用
語
に
従
っ
て
そ
の
ま
ま
忠
実
に
伝
え
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
伝
写
の
過

程
に
お
い
て
、
か
な
り
の
蜜
入
や
誤
脱
の
箇
所
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
一
層
明
確
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
り
と
す
る
な
ら
ば
、
他
に
殆
ど
傍
証
す
べ
き
史
料
は
な
い
が
、
現
存
唐
律
疏
議
と
日
本
律
と
を
対
比
し
て
、
或
は
現
存
唐
律
疏
議

の
方
が
誤
謬
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
亦
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
例
を
次
に
示
そ
う
。
（
表
㊧
参

照
）
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表
日整

理
番
号

篇
目
・
条

万
有
文
庫

冊
・
頁
・
行

唐
律
疏
議
（
万
有
文
庫
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
須
改
断
従
斬
準
前
更
犯
絞
者
亦
依
加
杖
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

仮
有
一
人
年
八
十
有
三
男
十
孫
或
一
孫
反
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

謂
知
其
迷
誤
或
因
酔
乱
及
老
小
疾
患
井
及
婦
人
不
能
侵
犯
而
殺
傷
者

　
　
　
　
　
ロ

然
園
陵
草
木
而
合
菱
刈
而
有
盗
者

　
　
　
　
　

以
本
条
和
略
奴
脾
罪
止
流
三
千
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仮
有
甲
知
佗
人
祖
父
売
子
孫
而
買
復
与
乙
乙
又
売
与
丙

　
　
　
　
　
　
　
ロ

知
略
和
誘
充
賎
而
取
為
妻
妾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

全
出
加
役
流
官
司
合
得
全
罪
放
而
還
獲
減
一
等
合
徒
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

待
時
而
違
者
謂
秋
分
以
前
立
春
以
後
正
月
五
月
九
月
及
十
直
日
不
得

行
刑

養
老
律

後三婆売誘不ナナナ
　　　　　　シシシ
前※　　　　　　ナ
※　　　　　　　シ

宋
刑
統

ナ
シ
◎

00◎O●O伍◎
　
O

　
右
に
列
挙
し
た
諸
例
の
中
、
整
理
番
号
8
の
「
徒
五
年
」
、
及
び
9
の
「
秋
分
以
前
立
春
以
後
」
に
関
し
て
は
、
す
で
に
戴
炎
輝
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
指
摘
さ
れ
た
処
で
あ
り
、
明
か
に
現
存
唐
律
疏
議
の
誤
謬
で
あ
っ
て
、
日
本
律
を
是
と
す
べ
き
で
あ
る
。
1
の
「
即
須
改
断
従
斬
準

前
。
更
犯
絞
者
亦
依
加
杖
例
。
」
は
、
日
本
律
「
即
須
改
断
従
斬
。
前
犯
絞
者
亦
依
加
杖
例
。
」
に
作
る
。
（
唐
律
疏
議
諸
本
中
、
湧
喜
斎

本
、
四
部
叢
刊
本
の
み
「
準
」
字
を
欠
く
が
、
こ
の
部
分
は
補
紗
の
部
分
で
あ
る
の
で
、
今
、
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。
）
唐
律
疏
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
流
）

は
、
右
の
文
の
直
前
に
、
「
若
死
囚
重
犯
死
罪
。
亦
同
犯
罪
加
杖
法
。
若
本
坐
是
絞
。
重
犯
斬
刑
。
」
〔
（
）
内
は
日
本
律
〕
と
あ
る
か

123456789

名
例

賊
盗

〃〃〃〃〃
断
獄

〃

6
2222133484849182

133333344

351475361757574888

761426013116
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ら
、
当
該
箇
所
の
大
意
は
、
本
来
の
罪
が
絞
罪
に
当
る
死
刑
囚
が
重
ね
て
斬
罪
を
犯
し
た
場
合
、
本
来
の
絞
罪
を
改
め
て
斬
罪
の
判
決
を

下
し
、
前
罪
た
る
絞
罪
に
つ
い
て
は
、
加
杖
二
百
を
附
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
解
し
得
る
と
す
れ
ば
、
現
存
唐

律
疏
議
よ
り
も
日
本
律
の
用
字
の
方
が
す
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宋
刑
統
は
当
該
箇
所
に
関
し
、
「
即
須
改
断
従
斬
。
前
更
犯

絞
者
亦
依
加
杖
例
。
」
と
あ
り
、
唐
律
と
同
じ
く
「
更
」
字
は
存
す
る
が
、
日
本
律
と
同
じ
く
「
準
」
字
は
存
し
な
い
。
或
は
宋
刑
統
成

立
に
至
る
過
程
で
「
更
」
字
が
入
り
、
そ
れ
で
は
意
味
が
通
ぜ
ぬ
故
、
現
存
唐
律
疏
議
成
立
に
至
る
過
程
で
更
に
「
準
」
字
を
補
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
、
宋
刑
統
ボ
日
本
律
と
同
じ
く
「
準
」
字
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
日
本
律
の
用
字
が
原
文
に
近
い
一

　
　
　
（
2
）

証
と
な
ろ
う
。

　
前
掲
諸
例
の
中
、
そ
の
他
の
事
例
に
つ
い
て
の
一
々
の
検
討
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
が
、
現
存
唐
律
疏
議
が
非
と
さ
れ
、
日
本
律
が
是

と
さ
れ
る
可
能
性
が
大
で
あ
ろ
う
。
右
の
諸
例
は
、
偶
々
思
い
つ
い
た
も
の
を
挙
げ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
な
お
日
本
律
と
現
存
唐
律
疏
議

と
を
精
細
に
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
仁
井
田
、
牧
野
両
博
士
は
、
現
存
唐
律
疏
議
と
日
本
律
と
を
比
較
対
照
し
て
、
そ
の
同
一

部
分
を
も
っ
て
永
徽
律
、
並
び
に
そ
の
疏
を
復
原
し
得
る
と
し
、
又
、
日
唐
両
律
間
で
異
同
あ
る
部
分
を
も
っ
て
、
第
一
に
そ
れ
が
日
本

律
が
唐
律
を
改
め
た
こ
と
に
よ
る
場
合
と
、
第
二
に
日
本
律
の
藍
本
た
る
永
徽
律
疏
と
現
存
唐
律
疏
議
、
即
ち
開
元
律
疏
と
の
差
異
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
づ
く
場
合
の
二
者
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
以
上
瞥
見
し
た
処
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
日
唐
両
律
間
の
律
文
の
相
異
は
、
右
の
二

点
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
更
に
日
本
律
と
唐
律
疏
議
（
即
ち
、
永
徽
律
疏
と
開
元
律
疏
）
と
で
本
来
同
一
の
文
で
あ
っ
た
も
の
が
、

両
者
の
長
い
伝
写
の
過
程
の
中
で
異
同
を
生
じ
た
と
い
う
場
合
が
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
部
分
が
ま
た
意
外
に
多
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
戴
炎
輝
『
唐
律
各
論
』
三
一
五
、
三
一
二
頁
。
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（
2
）
　
但
し
、
滋
賀
秀
三
博
士
は
、
当
該
箇
所
に
関
し
、
現
存
唐
律
疏
議
を
是
と
さ
れ
、

　
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
五
巻
第
一
一
・
一
二
号
六
九
頁
。

（
3
）
　
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
、
前
掲
論
文
（
下
）
五
三
頁
。

日
本
律
、
宋
刑
統
を
非
と
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
訳
註
（
四
）

七

　
最
後
に
開
元
二
十
五
年
（
七
三
七
年
）
に
成
立
し
た
開
元
律
疏
を
伝
え
る
と
い
わ
れ
る
現
存
唐
律
疏
議
は
、
律
文
の
用
字
用
語
の
見
地

か
ら
、
こ
れ
を
巨
視
的
に
み
る
な
ら
ぽ
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
第
一
に
本
稿
第
五
章
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
日
本
律
と
敦
燈
出
土
の
唐
律
断
簡
と
に
お
い
て
、
そ
の
用
字
用
語
が
一
致
す
る
に
も
拘

ら
ず
、
そ
れ
が
宋
刑
統
と
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
と
で
は
一
致
せ
ず
、
し
か
も
そ
の
場
合
、
宋
刑
統
と
唐
律
疏
議
諸
本
間
で
は
、
そ
の
用
字

用
語
が
一
致
す
る
と
い
う
箇
所
が
か
な
り
見
ら
れ
る
こ
と
、
更
に
本
稿
第
六
章
に
お
い
て
述
べ
た
断
獄
律
の
二
例
か
ら
明
か
な
如
く
、
目

本
律
に
よ
っ
て
唐
律
原
文
を
推
測
す
る
に
、
そ
の
正
し
い
と
思
わ
れ
る
用
字
用
語
が
宋
刑
統
と
唐
律
疏
議
諸
本
と
で
は
一
致
し
て
誤
っ
て

い
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
開
元
律
疏
の
成
立
か
ら
宋
刑
統
の
祖
本
た
る
前
代
の
刑
統
、
又
は
律
疏
成
立
に
至
る
ま
で
の
過
程

に
お
い
て
、
唐
律
疏
議
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
或
る
程
度
の
誤
脱
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
金
な
い
し
は
元
朝
に
お
い
て
、
唐
律
疏
議
の
律
文
の
用
字
用
語
に
若
干
の
加
筆
変
更
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
の
存
す
る
こ
と
で

あ
る
。
先
ず
、
前
掲
表
e
の
ー
「
有
人
対
桿
不
敬
制
命
」
の
「
敬
」
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
四
章
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
日
本
律
、

宋
刑
統
共
に
「
恭
」
字
に
作
っ
て
い
る
。
日
本
律
に
「
恭
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
「
恭
」
字
は
、
唐
律
原
文
に
そ
う
あ
っ
た
も
の
と

推
断
し
て
差
し
支
え
な
い
。
従
っ
て
、
宋
刑
統
の
「
恭
」
字
も
亦
、
宋
の
太
祖
の
祖
父
翼
祖
の
諌
「
敬
」
を
避
け
た
も
の
で
は
な
く
、
元

来
「
恭
」
字
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
ら
ば
、
唐
律
疏
議
諸
本
に
す
べ
て
「
不
敬
制
命
」
と
あ
り
、
宋
刑
統
に
「
不
恭
制
命
」
と
あ
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る
の
は
、
如
何
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
凡
そ
次
の
二
つ
の
場
合
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
内
藤
教
授
は
、
湧
喜

斎
本
唐
律
疏
議
が
十
悪
の
一
つ
で
あ
る
「
大
不
敬
」
を
「
大
不
恭
」
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
湧
喜
斎
本
は
金
国
を
通
っ
て
き

た
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
刻
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
金
で
は
却
っ
て
章
宗
の
父
の
諜
の
允
恭
の
恭
を
避
け

こ
そ
す
れ
、
敬
を
避
け
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
湧
喜
斎
本
が
敬
に
作
っ
て
い
る
の
は
、
以
前
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
。
も
し
ま
た
金
へ
は
北
宋
か
ら
伝
わ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
金
に
於
て
恭
を
敬
に
復
旧
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
右
の
卓
見
は
、
こ
の
「
不
恭
（
敬
）
制
命
」
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
お
い
て
も
、
示
唆
を
う
け
る
の
で
あ
っ
て
、
現
存

唐
律
疏
議
が
金
を
通
じ
て
の
伝
来
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
金
に
お
い
て
、
章
宗
の
父
の
諦
允
恭
を
避
け
て
、
「
大
不
恭
」
の
如
き

以
前
改
避
さ
れ
た
「
恭
」
も
、
「
不
恭
制
命
」
の
如
き
本
来
唐
律
原
文
に
あ
っ
た
「
恭
」
も
、
す
べ
て
「
敬
」
に
改
め
た
と
考
え
る
こ
と

が
出
来
る
。
以
上
が
第
一
の
場
合
で
あ
る
。
次
に
第
二
の
場
合
は
、
元
代
に
な
っ
て
、
宋
朝
の
避
謹
を
復
旧
し
た
時
、
本
来
原
文
に
「
不

恭
制
命
」
と
あ
っ
た
「
恭
」
字
も
、
宋
朝
に
改
避
さ
れ
た
も
の
と
誤
っ
て
「
敬
」
字
に
変
え
た
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
場
合

の
中
、
そ
の
何
れ
を
と
る
に
し
て
も
、
現
存
唐
律
疏
議
は
、
金
も
し
く
は
元
代
に
お
い
て
、
名
例
律
の
当
該
箇
所
に
加
筆
変
更
を
み
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
更
に
律
文
が
金
も
し
く
は
元
代
に
お
い
て
、
加
筆
さ
れ
た
可
能
性
の
存
す
る
理
由
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
、
そ
の

前
提
と
し
て
宋
刑
統
と
現
存
唐
律
疏
議
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
よ
う
。
す
で
に
仁
井
田
、
牧
野
両
博
士
は
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、

（
a
）
故
唐
律
疏
議
と
宋
刑
統
と
の
爽
注
が
同
一
系
統
に
属
し
、
し
か
も
故
唐
律
疏
議
中
の
爽
注
は
、
宋
刑
統
よ
り
も
新
し
い
こ
と
、
（
b
）

故
唐
律
疏
議
雑
律
博
戯
財
物
条
の
「
出
玖
」
は
、
西
域
出
土
雑
律
断
片
、
及
び
孫
爽
律
音
義
に
は
「
出
九
」
と
あ
る
が
、
宋
刑
統
は
故
唐

律
疏
議
と
同
じ
く
「
出
玖
」
に
作
る
こ
と
、
（
c
）
故
唐
律
疏
議
の
疏
議
各
条
の
冒
頭
に
は
、
「
疏
議
日
」
の
三
字
を
冠
し
て
い
る
が
、
唐

代
の
律
疏
に
は
「
議
日
」
と
あ
っ
て
、
「
疏
」
字
は
存
在
せ
ず
、
「
疏
」
字
が
こ
こ
に
入
っ
た
の
は
、
宋
刑
統
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
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（
3
）

る
こ
と
、
以
上
の
三
点
を
あ
げ
て
、
現
存
唐
律
疏
議
が
宋
刑
統
の
影
響
を
う
け
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、
両
博
士
は
な
お
慎
重

な
態
度
を
と
ら
れ
、
右
の
三
点
は
故
唐
律
疏
議
が
宋
刑
統
か
ら
脱
化
し
た
こ
と
を
決
定
的
に
証
明
す
る
力
を
有
し
な
い
こ
と
、
又
故
唐
律

疏
議
と
宋
刑
統
と
は
同
じ
く
三
十
巻
な
る
に
拘
ら
ず
、
名
例
律
、
及
び
職
制
律
に
於
て
巻
の
分
割
箇
所
が
異
っ
て
い
る
が
、
西
域
出
土
名

例
律
疏
断
片
は
、
宋
刑
統
と
異
っ
て
故
唐
律
疏
議
と
巻
の
分
割
箇
所
を
等
し
く
し
て
い
る
こ
と
、
又
、
長
孫
無
忌
の
進
律
疏
表
は
律
疏
単

行
本
と
共
に
伝
え
ら
れ
た
疑
の
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
現
存
唐
律
疏
議
の
宋
刑
統
か
ら
の
脱
化
説
は
、
「
極
め
て
魅
力
多
き
に
拘
ら
ず
」
、
こ

れ
を
と
ら
ず
に
、
「
故
唐
律
疏
議
は
矢
張
り
律
疏
単
行
本
を
祖
と
す
る
も
の
で
、
単
に
宋
刑
統
よ
り
若
干
の
影
響
を
受
け
た
に
止
る
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
」
と
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
両
博
士
ボ
宋
刑
統
と
故
唐
律
疏
議
と
の
関
係
を
考
察
さ
れ
た
当
時
は
、
宋
刑
統
は
未
だ
天
一
閣
原
本
を
閲
覧
出
来
ず
、
法
制
局
本
、
及

び
嘉
業
堂
本
に
拠
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
天
一
閣
原
本
を
利
用
出
来
る
今
日
、
両
者
の
関
係
は
、
更
に
精
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
前
掲
表
口
に
お
い
て
、
日
本
律
と
敦
焼
出
土
律
断
簡
と
で
用
字
が
一
致
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
宋
刑
統
と
唐
律
疏
議
諸
本
と
で
は
そ
れ

が
異
な
り
、
し
か
も
宋
刑
統
と
唐
律
疏
議
諸
本
間
で
は
用
字
の
一
致
し
て
い
る
例
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
、
又
、
前
掲
表
日
の
8
、
9
の

二
例
に
み
ら
れ
る
如
く
、
日
本
律
に
お
い
て
正
し
く
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
宋
刑
統
と
唐
律
疏
議
諸
本
と
で
は
一
致
し
て
誤
っ
て
い
る
箇

所
の
存
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
両
者
が
同
一
系
統
に
属
す
る
伝
本
を
祖
と
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
、
唐
断

獄
律
官
司
出
入
人
罪
条
の
疏
文
に
は
、
「
伽
合
璋
年
半
徒
」
（
万
有
文
庫
第
四
冊
八
四
頁
二
行
）
と
あ
る
が
、
右
の
「
雛
」
字
は
、
岱
南
閣

本
の
み
「
四
」
に
作
り
、
他
の
諸
本
は
何
れ
も
「
舜
」
に
作
っ
て
い
る
。
宋
刑
統
が
「
難
」
に
作
っ
て
い
る
の
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
処

で
、
日
本
律
を
検
す
る
に
、
右
の
文
字
は
「
四
」
に
作
り
、
且
つ
一
般
に
数
字
は
、
永
徽
・
開
元
の
律
疏
で
は
大
字
を
用
い
ず
、
一
二
三

等
の
普
通
体
に
作
っ
て
い
る
か
ら
、
唐
律
疏
議
の
原
本
に
は
「
四
」
と
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
岱
南
閣
本
の
み
「
四
」
と
あ
る
の

は
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
る
際
に
、
意
を
以
っ
て
祖
本
の
「
璋
」
を
「
四
」
に
改
め
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
こ
れ
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又
、
両
博
士
の
あ
げ
ら
れ
た
「
出
玖
」
の
例
と
同
じ
く
、
宋
刑
統
の
唐
律
疏
議
に
及
ぼ
せ
る
一
証
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
更
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
宋
刑
統
に
お
い
て
す
で
に
小
規
模
な
が
ら
誤
字
脱
字
術
字
等
の
あ
っ
た
箇
所
が
、
現
存
唐
律
疏
議
の
祖

　
　
　
　
（
5
）

本
た
る
泰
定
本
成
立
に
至
る
過
程
、
即
ち
約
三
百
五
十
年
の
間
に
、
そ
れ
が
も
と
と
な
っ
て
更
に
異
同
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
箇
所
が
僅
か
な
が
ら
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
前
掲
表
e
の
7
、
1
1
、
3
5
、
5
5
、
5
7
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
そ
の
一
々
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
四
章
、
及
び
第
六
章
に
お
い
て
述
べ
た
。
又
、
唐
断
獄
律
輸
備
駿
没
入
物
条
の
疏
文
「
其

失
有
欠
負
応
徴
違
限
不
送
者
」
は
、
宋
刑
統
を
検
す
る
に
、
こ
の
箇
所
は
「
其
失
負
応
徴
違
限
不
送
者
」
と
あ
っ
て
、
唐
律
疏
議
に
み
え

る
「
有
欠
」
が
存
し
な
い
。
右
の
唐
律
疏
議
、
及
び
宋
刑
統
の
疏
文
を
考
え
る
に
、
共
に
文
意
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
そ
こ
に
何

等
か
の
誤
字
、
衛
字
の
存
在
を
疑
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
疏
文
に
相
応
す
る
同
条
本
文
を
み
る
と
、
そ
の
箇
所
は
、
「
及

欠
負
応
徴
違
限
不
送
者
」
と
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
前
記
疏
文
の
原
文
に
は
、
「
其
欠
負
応
徴
違
限
不
送
者
」
と
あ
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
「
欠
」
と
「
失
」
と
は
、
そ
の
字
体
類
似
せ
る
故
、
宋
刑
統
の
如
く
誤
っ
て
伝
写
さ
れ
、
後
世
そ
れ
で
は
意
が
通
じ
な
い
為
、
更

に
「
有
欠
」
な
る
二
字
を
補
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
、
右
に
あ
げ
た
諸
例
を
表
示
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
表
㊨
参
照
）

表
㊨篇

目
・
条

名
例
　
17

　
　
　
6

〃　
　
　
2

職
制
　
53

賊
盗
　
3
4

日
　
　
本
　
　
律

以
本
階
従
五
位
当
二
年

従
斬
前
犯
絞

当
時
当
郷
庸
作
之
価

拒
捕
之
法

宋
　
　
刑
　
　
統

以
本
階
従
伍
品
当
徒
弐
年

従
斬
前
更
犯
絞

当
当
郷
庸
作
之
価

拒
桿
捕
之
法

現
存
唐
律
疏
議

以
本
階
従
五
品
官

当
徒
二
年

従
斬
準
前
更
犯
絞

当
郷
庸
作
之
価

拒
桿
追
捕
之
法

万
有
文
庫

冊
・
頁
・
行

3　2　1　1
64　　100　　53　　36

5　15　7　7

備

考

敦
煙
出
土
断
簡
は
、
「
位
」

字
を
除
ぎ
日
本
律
に
同
じ
。
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断　“
獄

25　37

焼
　
舎

（
其
欠
負
？
）

焼
人
舎

其
失
負

焼
人
舎
宅

其
失
有
欠
負

43
8766

12

　
右
の
諸
例
が
伝
写
の
過
程
に
お
い
て
逐
次
異
同
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
両
博
士
の
あ
げ
ら
れ
た
前
記
三
点
と

相
ま
っ
て
、
宋
刑
統
が
開
元
律
疏
と
現
存
唐
律
疏
議
（
泰
定
本
）
と
の
丁
度
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
宋
刑
統
と

現
存
唐
律
疏
議
と
の
関
係
に
は
、
右
の
部
分
に
関
す
る
限
り
、
母
子
関
係
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
或
る
部
分
に
関
し
て
は
、
宋
刑
統
よ
り
も
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
の
方
が
原
本
の
面
影
を
よ
く
伝
え
て
い
る
場
合

が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
両
博
士
が
宋
刑
統
脱
化
説
を
留
保
さ
れ
た
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
名
例

律
、
職
制
律
の
巻
の
分
割
箇
所
が
現
存
唐
律
疏
議
と
宋
刑
統
と
で
異
る
こ
と
、
進
律
疏
表
が
宋
刑
統
に
は
存
せ
ず
、
現
存
唐
律
疏
議
に
存

す
る
こ
と
等
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
又
、
用
字
用
語
に
関
し
て
も
、
宋
刑
統
よ
り
現
存
唐
律
疏
議
の
方
が
原
文
に
近
い
と
思
わ
れ
る
箇
所
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
な
り
存
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宋
刑
統
と
現
存
唐
律
疏
議
と
は
同
じ
開
元
律
疏
か
ら
源
を
発
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
両
者
は
単

純
な
一
元
的
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
両
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
確
か
に
現
存
唐
律
疏
議
は
宋
刑
統
よ

り
脱
化
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
か
し
、
脱
化
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
現
存
唐
律
疏
議
が
宋
刑
統
か
ら
直
接
的
、
且

つ
全
面
的
に
脱
化
し
た
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
両
博
士
の
あ
げ
ら
れ
た
前
記
三
点
に
、
今
、
我
々
が
右
に
指
摘
し
た
諸

点
を
加
味
し
て
考
慮
す
る
な
ら
ぽ
、
両
博
士
の
い
わ
れ
る
現
存
唐
律
疏
議
が
「
単
に
宋
刑
統
よ
り
若
干
の
影
響
を
受
け
た
に
止
る
」
と
い

う
よ
り
は
、
両
者
間
に
も
う
少
し
密
接
な
親
縁
関
係
が
存
在
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
或
る
部
分
に
関
し
て
は
、
母
子
関
係
に

近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
認
め
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
前
掲
表
e
に
示
し
た
日
本
律
と
宋
刑
統
と
に
お
い
て
、
そ
の
用
字
用
語
が
一
致
、
も
し
く
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
に
拘
ら
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ず
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
と
は
何
れ
も
そ
れ
が
異
な
る
と
い
う
多
く
の
箇
所
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
何
時
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ

た
と
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
如
く
、
元
代
、
唐
律
疏
議
の
テ
キ
ス
ト
に
か
な
り
の
加
筆
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
柳
貫

の
唐
律
疏
議
序
に
「
正
託
緯
漏
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
、
内
藤
教
授
は
、
現
存
唐
律
疏
議
の
進
律

疏
表
・
名
例
律
篇
目
疏
議
の
注
釈
等
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
宋
学
的
な
注
釈
に
よ
る
加
筆
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

且
つ
そ
れ
は
泰
定
本
刊
行
の
際
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
諸
般
の
事
情
か
ら
推
し
て
考
え
ら
れ
た
。
以
上
の
指
摘
と
前
述
の

宋
刑
統
と
現
存
唐
律
疏
議
と
の
間
に
、
或
る
部
分
に
関
し
て
は
極
め
て
密
接
な
親
縁
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
を
併
せ
て
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
前
掲
表
e
に
あ
げ
た
宋
刑
統
・
日
本
律
と
唐
律
疏
議
諸
本
と
の
問
の
異
同
の
多
く
は
、
金
も
し
く
は
元
に
お
い
て
新
し
く
生
じ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
立
す
る
。
こ
の
推
論
は
も
と
よ
り
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
一
応

留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
異
同
が
多
く
元
朝
、
即
ち
泰
定
本
成
立
時
に
お
い
て
生
じ
た
と
す
る
と
、

従
来
の
所
説
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
理
解
し
得
る
処
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
即
ち
、
元
朝
に
お
い
て
唐
律
疏
議
の
律
文

そ
の
も
の
に
か
な
り
の
加
筆
変
更
が
為
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
際
の
加
筆
変
更
に
は
、
一
つ
は
祖
本
の
単
な
る
誤
脱
を
訂
正

し
た
場
合
と
、
も
う
一
つ
は
時
流
に
適
合
す
る
よ
う
に
意
識
的
に
補
訂
を
施
し
た
場
合
の
両
者
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
処
が
、
前

者
に
あ
っ
て
は
、
実
際
に
は
祖
本
に
殆
ど
誤
脱
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
校
訂
者
の
誤
解
に
よ
っ
て
却
っ
て
改
悪
さ
れ
た
箇
所
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
前
掲
表
e
の
5
「
事
発
勾
問
未
断
便
即
去
職
」
、
n
「
従
斬
準
前
更
犯
絞
」
、
前

掲
表
㈲
の
「
其
失
有
欠
負
」
等
が
、
も
し
も
泰
定
本
成
立
時
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
補
訂
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

又
、
唐
律
疏
議
諸
本
に
よ
れ
ば
、
断
獄
律
八
議
請
減
老
小
条
の
問
答
に
は
、
「
若
三
人
証
実
。
二
人
証
虚
。
是
名
疑
罪
。
」
と
あ
っ
て
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

該
箇
所
に
は
何
れ
も
異
同
は
な
い
が
、
宋
刑
統
を
検
す
る
に
、
「
若
参
人
証
実
。
参
人
証
虚
。
是
名
疑
罪
。
」
と
あ
り
、
断
獄
律
疑
罪
条
の

注
文
に
は
「
疑
。
謂
虚
実
之
証
等
。
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
宋
刑
統
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
泰
定
本
の
祖
本
に
「
参
」
、
も
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し
く
は
「
三
」
と
あ
っ
て
、
泰
定
本
が
そ
れ
を
「
二
」
に
刻
し
た
と
す
れ
ば
、
明
か
に
泰
定
本
の
ミ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
又
、
泰
定

本
の
祖
本
に
す
で
に
「
二
」
と
あ
っ
た
に
し
て
も
、
泰
定
本
が
そ
の
ま
ま
「
二
」
に
刻
し
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
泰
定
本
の
補
訂
が
行
き

届
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
何
れ
に
し
て
も
泰
定
本
作
成
の
際
の
杜
撰
さ
は
免
れ
な
い
。
す
で
に
仁
井
田
、
牧
野
両
博
士
は
、
泰
定
本

附
録
の
釈
文
、
纂
例
の
杜
撰
さ
を
あ
げ
て
、
そ
れ
が
学
問
的
著
作
と
し
て
は
水
準
が
低
く
、
実
用
的
目
的
の
為
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘

さ
れ
、
又
、
唐
律
明
法
類
説
、
唐
律
棋
盤
抹
子
等
の
元
代
の
唐
律
研
究
書
は
卑
俗
の
実
用
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
書
名
か
ら
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

高
級
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
指
摘
は
、
元
代
に
お
け
る
唐
律
疏
議
の
補
訂
が
必
ず
し
も
す
ぐ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
前
掲
の
如
き
諸
例
は
、
這
般
の
事
情
と
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
後

者
に
あ
っ
て
は
、
前
掲
表
e
の
6
7
「
或
錐
在
事
内
胎
落
而
子
未
成
形
者
」
と
い
う
堕
胎
罪
に
関
す
る
十
三
字
に
わ
た
る
蜜
入
が
典
型
的
な

例
で
あ
り
、
右
の
例
が
す
で
に
第
四
章
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
法
理
か
ら
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
実
際
を
重
じ
た
為
の
加
筆
で

あ
っ
た
と
解
し
得
る
な
ら
ば
、
こ
れ
又
、
す
で
に
先
学
の
指
摘
さ
れ
た
元
朝
に
お
け
る
唐
律
疏
議
、
並
び
に
そ
の
研
究
書
の
盛
ん
な
刊
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
学
問
よ
り
も
実
用
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
揆
を
一
に
す
る
。
更
に
内
藤
教
授
の
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
進
律
疏
表
・
篇
目

疏
議
へ
の
宋
学
的
注
釈
の
蜜
入
と
い
う
事
例
が
や
は
り
科
挙
の
再
開
と
そ
の
試
験
の
テ
キ
ス
ト
に
朱
子
学
が
多
く
と
り
入
れ
ら
れ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
実
際
的
な
事
例
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
単
に
進
律
疏
表
・
篇
目
疏
議
の
注
釈
に
の
み
止
ま
ら
ず
、
律

文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
現
実
的
な
要
望
か
ら
若
干
の
手
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
◎

　
以
上
を
要
す
る
に
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
の
祖
が
す
べ
て
泰
定
本
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
泰
定
本
故
唐
律
疏
議
は
、
宋
刑
統
と
親
縁

関
係
を
有
す
る
祖
本
か
ら
分
れ
た
伝
本
の
一
種
で
あ
っ
て
、
そ
の
祖
本
に
お
い
て
す
で
に
開
元
律
疏
成
立
か
ら
二
百
年
余
に
及
ぶ
過
程
の

中
で
、
或
る
程
度
、
律
文
に
誤
脱
が
生
じ
て
お
り
、
更
に
そ
の
祖
本
か
ら
泰
定
本
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
特
に
泰
定
本
成
立
時
に

お
い
て
、
律
文
に
か
な
り
の
加
筆
変
更
が
施
さ
れ
た
可
能
性
が
存
す
る
も
の
と
憶
測
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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（
1
）
　
敦
煙
出
土
の
断
簡
は
、
こ
の
場
合
、
厳
密
に
は
開
元
律
断
簡
の
み
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
永
徽
律
断

　
簡
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
開
元
律
疏
と
異
ら
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
か
ら
、
或
る
程
度
、
考
察
の
対
象
と
な
し
得
よ
う
。

（
2
）
　
内
藤
乾
吉
「
湧
喜
斎
本
唐
律
疏
議
の
刊
行
年
代
」
前
掲
書
所
収
一
七
二
頁
。

（
3
）
　
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
、
前
掲
論
文
（
下
）
一
二
三
頁
。

（
4
）
　
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
、
前
掲
論
文
（
下
）
二
一
九
頁
。

（
5
）
現
存
唐
律
疏
議
の
祖
本
が
す
べ
て
泰
定
本
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
疑
義
の
存
す
る
処
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
（
仁
井
田
陞
「
再
び
唐
律
疏

　
議
の
現
存
最
古
版
に
つ
い
て
」
『
中
国
法
制
史
研
究
灘
比
獺
響
所
収
八
二
頁
以
下
）
、
今
、
内
藤
教
授
の
所
説
に
従
っ
て
、
湧
喜
斎
本
を
も
泰
定
本
と
仮

　
定
し
て
お
く
。

（
6
）
例
え
ば
、
今
、
日
本
律
を
参
看
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
唐
律
疏
議
校
勘
表
』
中
の
用
字
に
お
い
て
、
宋
刑
統
よ
り
も
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
の
中
、

　
何
れ
か
の
方
が
原
文
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。
但
し
、
天
一
閣
旧
蔵
明
紗
本
宋
刑
統
の
み
の
誤
写
の
可
能
性
あ
る
箇
所
は
除

　
い
た
。

岱
南
閣
叢
書
本

ロ故
流
三
千
里

　
　
　
　
　
ロ

若
犯
一
年
半
徒

　
の

或
無
疾
時
犯
罪

　
　
　
の

故
節
級
優
異

　
　
　
　
の

若
有
警
急
駅
使

　
　
の

皆
準
比
徒
之
法

の雑
任
以
上

　
　
　
　
ロ

但
是
官
物
有
封
閉
印
記

　
　
　
り

後
殺
之
皆
同
支
解

　
　
ロ

若
経
責
簿
帳

至
正
本oooooo

涛
喜
斎
本

貴者言離此罪憂廃ナ配
　　　　　　　　・シ

四
部
叢
刊
本

。。。離此・。。ナ配
　　　　　　　　シ

物
観
本oooooooooo
官
　
版OOOOOOOOOO
巷
本
　
冊
頁
行

OOOOOOOOOO
4882222211
7　48　23　72　67　66　5　　5　54　49

4　　9　15　14　13　11　1410　12　8

日
本
律

。・・。。・。。。配

宋
刑
統

貴者言離此罪憂廃ナ。
　　　　　　　　シ

（（87
））

内
藤
乾
吉
、
前
掲
論
文
一
七
〇
頁
。

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
、
前
掲
論
文
（
下
）

一
〇
一
頁
以
下
。
な
お
滝
川
政
次
郎
「
零
本
『
唐
律
明
法
類
説
』
考
証
」
（
『
満
支
史
説
史
話
』
所
収
三
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三
二
頁
以
下
）
に
同
書
の
数
葉
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
内
容
を
検
す
る
に
、

（
9
）
　
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
、
前
掲
論
文
（
下
）
一
〇
五
頁
。

（
10
）
　
内
藤
乾
吉
、
前
掲
論
文
一
七
〇
頁
。

必
ず
し
も
高
級
な
唐
律
研
究
書
と
は
い
え
な
い
。

（
附
記
）
本
稿
は
昭
和
四
十
九
年
一
月
二
十
六
日
の
法
制
史
学
会
東
京
部
会
に
お
い
て
報
告
せ
る
内
容
に
若
干
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
律
疏
議
諸
本

　
の
用
字
に
つ
い
て
は
、
唐
律
研
究
会
編
の
『
唐
律
疏
議
校
勘
表
』
に
拠
り
、
宋
刑
統
に
つ
い
て
は
、
島
田
正
郎
博
士
の
御
厚
志
に
よ
っ
て
、
故
宮
博
物

　
院
所
蔵
の
天
一
閣
旧
蔵
明
　
本
の
写
真
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
唐
律
疏
議
の
原
文
の

　
研
究
に
は
、
日
本
の
典
籍
に
引
か
れ
て
い
る
唐
律
疏
議
の
文
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
本
稿
校
正
中
、
恩
師
牧
野
巽
先
生
の
計
報
に
接
し
た
。
先
生
は
本
年
四
月
、
本
学
講
師
と
し
て
、
大
学
院
の
東
洋
法
制
史
の
講
義
及
び
演
習
を
担
当

　
さ
れ
、
筆
者
も
院
生
と
共
に
、
先
生
の
中
国
家
族
法
の
講
義
、
及
び
漢
書
百
官
公
卿
表
の
演
習
に
出
席
し
、
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
親
し
く
御
指

　
導
を
う
け
た
。
本
稿
に
は
、
先
生
の
若
き
目
の
名
篇
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
」
を
随
処
に
引
用
さ
せ
て
頂
き
、
稿
成
っ
た
日
に
は
、
先
生
に
閲

　
読
を
乞
い
、
御
批
判
を
仰
ぐ
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
思
う
と
き
、
ま
こ
と
に
痛
惜
の
感
に
堪
え
な
い
。
こ
こ
に
謹
ん
で
拙
稿
一
篇
を
先
生
の
霊
前
に

　
捧
げ
、
併
ぜ
て
御
冥
福
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
。


